
総 務 委 員 会 

 

Ⅰ．総務委員会議題（総務委員会議決事項） 

○ 議題 

１．通達事項（別紙） 
２．学内委員会委員等の委嘱について（総Ｂ１号） 
３．受託研究、共同研究等の受入について（研Ｂ１号） 

   

○ 報告 

 １．寄附金・学術指導の受入について（研Ｂ２号） 

 
 

Ⅱ．拡大教授会、教授会上程議題の審議 

○ 報告事項 

１．総務委員会報告 

２．研究科長・学部長・研究所長合同会議等報告（総Ｂ２号）（総Ｂ３号） 

３．全学安全衛生管理室等会議・事故災害報告(総Ｂ４号)  

４．各委員会報告（経Ｂ１号） 
５．その他 

・教養教育高度化機構「アクティブラーニングニュースレター」の発行について 

 

 

 ○ 議題 

１．教員人事（別紙） 

２．東京大学大学院総合文化研究科・教養学部の教員の任期に関する規則の一部改正（総Ｂ５号） 

３．東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正（総Ｂ６号） 

４．人を対象とした実験研究に関する倫理審査委員会規則の一部改正（研Ｂ３号） 

５．社会連携講座の運営等に関する規則の制定（研Ｂ４号） 

６．ギフテッド創成寄付講座の期間延長について（研Ｂ５号） 

７．芸術創造連携研究機構の機構長変更について（研Ｂ６号） 
８．未来戦略 LCA 連携研究機構「先制的 LCA」の社会連携研究部門の設置について（研Ｂ７号） 
９．その他 

 ・２０２３年度総務委員会及び拡大教授会開催日程等（案）について（総Ｂ７号） 

 

 

○ 教員人事の内容 

   講   師    提  案   ５８件 

            報  告    １件 

准  教  授       提  案   ４１件 

         報  告    ４件 

教   授    提  案   ８２件 

         報  告    ３件 

                            計１８９件 

 

 

 

 

 

 

２０２３年１月１９日 



[ 総務委員会 ] 

委 員 会 関 係 

                                       【総務委員会報告】       【教授会報告】 

 

 教 務 委 員 会                 
 

財  務  委  員  会    ・2022 年度コロナ対策経費配分案について（経Ｂ１号） 
  
 教 育 研 究 経 費 委 員 会   

 
 情 報 基 盤 委 員 会   
 
 入 試 委 員 会    
                       

 
 学 生 委 員 会   

 
      三 鷹 国 際 学 生 宿 舎 
      運 営 委 員 会  

 
 図 書 委 員 会  
                

 前 期 運 営 委 員 会 
 

 後 期 運 営 委 員 会   
                
 建 設 委 員 会   
 
 環 境 委 員 会                    
 

 防 災 委 員 会                   

 
そ の 他                  ・広報委員会 

                               「駒場 2022」原稿執筆依頼について 
                                
                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



総務委員会議事要旨（案） 

 

日 時：２０２２年１２月１５日（木） １３：１５～１４：４４ 

場 所：Ｚｏｏｍ会議 

出席者：５７名 

 

Ⅰ．総務委員会議題（総務委員会議決事項） 

○ 議題 

１．通達事項 

    研究科長から、通達事項について説明があり、了承された。 

  ２．学内委員会委員等の委嘱について 

    研究科長から、資料（総Ｂ１号）に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

  ３．受託研究、共同研究等の受入について 

    研究科長から、資料（研Ｂ１号）に基づき説明があり、審議の結果、了承された。 

 〇 報告事項 

  １．運営諮問会議について 

    研究科長から、資料（総Ｂ２号）について報告があった。 

  ２．寄附金・学術指導の受入について 

研究科長から、資料（研Ｂ２号）について報告があった。 

 

Ⅱ．拡大教授会、教授会上程議題の審議 

下記の報告事項・議題について拡大教授会に上程することとした。 

○ 報告事項 

１．総務委員会報告 

２．研究科長・学部長・研究所長合同会議等報告 

３．全学安全衛生管理室等会議・事故災害報告 

４．各委員会報告 

５．その他 

  ・教養学部／教育学部 Safer Space 共催ポストイット・アクションへの投稿について 

○ 議題 

１．教員人事 

２．次期副研究科長予定者の選挙について 

３．次期評議員予定者の選考について 

４．東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属教養教育高度化機構に置かれる部門の組織を 

定める内規の一部改正について 

５．スプリット・アポイントメントの更新申請について 

６．微生物科学イノベーション連携研究機構について 

７．「共創研究」社会連携講座について 

 

○ 教員人事の内容 

   講   師    提  案    ３件 

准  教  授       提  案    ３件 

教   授    提  案    ３件 

            報  告    １件 

                           計 １０件                                    

以上 
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学内委員会委員等の委嘱について 

 

・委嘱事項 4 件                                                  2023. 1.19 

 委 員 会 名 旧 委 員 新 委 員 規則上の任期 新委員の任期 

1 総 長 補 佐 
ごうはら かい 

郷原 佳以 
教   授 

よつもと ゆうこ 
四本 裕子 
教   授 

自 2023. 4. 1 

至 2024. 3.31 

自 2023. 4. 1 

至 2024. 3.31 

2 
ア イ ソ ト ー プ 総 合 セ ン タ ー 

運 営 委 員 会 

わかすぎ けいすけ 
若杉 桂輔 
教   授 

わかすぎ けいすけ 
若杉 桂輔 
教   授 

自 2023. 4. 1 

至 2025. 3.31 

自 2023. 4. 1 

至 2025. 3.31 

3 理 学 系 研 究 科 教 育 会 議 委 員 
さかい くによし 
酒井 邦嘉 
教   授 

あべ みつとも 
阿部 光知 
教   授 

自 2023. 4. 1 

至 2024. 3.31 

自 2023. 4. 1 

至 2024. 3.31 

4 
海洋アライアンス連携研究機構 

推 進 委 員 会 

こみや つよし 
小宮 剛 

教   授 

こみや つよし 
小宮 剛 

教   授 

自 2023. 4. 1 

至 2025. 3.31 

自 2023. 4. 1 

至 2025. 3.31 

 

総Ｂ１号 
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2022年度

役職 氏名 所属

6 教授 澤井　哲 相関基礎
国立研究開発法人科学技
術振興機構

戦略的創造研究推進事業
（CREST）

細胞動態スペクトラムから紐解く多
細胞秩序の創発規則

3,900,000
変更契約
変更後総額：44,075,200円

9 教授 若本　祐一 相関基礎
国立研究開発法人科学技
術振興機構

戦略的創造研究推進事業
（CREST）

ライブセルオミクスと細胞系譜解析
によるパーシスタンスの理解と制
御

2,974,400
変更契約
変更後総額：26,179,400円

12 准教授 加藤　英明 生命環境
国立研究開発法人科学技
術振興機構

戦略的創造研究推進事業
（CREST）

新たな味覚操作を可能にするマル
チカラー光遺伝学技術の開発

7,800,000
変更契約
変更後総額：25,636,000円

36 准教授 桐谷　乃輔 相関基礎
国立研究開発法人科学技
術振興機構

創発的研究支援事業
電子／量子物質における散逸的
機能化の探求

910,000
変更契約
変更後総額：9,750,000円

57 教授 瀬川　浩司 広域システム
国立研究開発法人新エネ
ルギー・産業技術総合開発
機構

クリーンエネルギー分野に
おける革新的技術の国際
共同研究開発事業

革新的太陽電池の要素技術開発
／革新的多接合太陽電池の国際
共同研究開発

2,867,500

変更契約
変更後総額：7,705,000円
・先端科学技術研究セン
ターより学内配分

86
特任

准教授
池澤 聰

ギフテッド創成
寄付講座

国立研究開発法人科学技
術振興機構

共創の場形成支援プログラ
ム（COI-NEXT）

全世代対応型遠隔メンタルヘルス
ケアシステム（KOKOROBO-J）に
よるメンタルヘルスプラットフォーム
の開発・社会実装拠点に関する東
京大学による研究開発

230,000
・医学系研究科より学内配
分

87 助教 長田　有登 相関基礎
国立研究開発法人科学技
術振興機構

ムーンショット型研究開発
事業（通常型）

量子ネットワークシステム実証実
験のためのイオントラップ量子ノー
ドの開発

27,144,000

事業名

研B　１-1　号

受託研究の受入について

2023年1月19日

No.
研究担当者

研究委託機関 研究題目 総額 備考
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2022年度

役職 氏名 所属

48 准教授 佐々木　一茂
スポーツ先端科学
連携研究機構

株式会社autofit
個人に最適化するウェイトトレーニ
ング指導AIシステムの効果測定

2023.1.1～2024.3.31 130,000

研B　１-2　号

2023年1月19日

共同研究の受入について

No.
研究担当者

共同研究機関 研究題目 研究期間 総額 備考
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2022年度

役職 氏名 所属

86 教授 キハラハント　愛 地域文化
キハラハント　愛（公益財団
法人トヨタ財団）

研究等助成のため 6,840,000

91 助教 深堀　信一 相関基礎
公益財団法人　精密測定技
術振興財団

研究等助成のため 2,500,000

 合　計 9,340,000

2022年度累計 218,854,648

研B　2　号

寄附金の受入について

2023年1月19日

受入担当者
寄附者 寄附目的 総額 備考

寄附金

研究支援経費免除

No.
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拡大教授会 

  
 

○ 報告事項 

１．総務委員会報告 

２．研究科長・学部長・研究所長合同会議等報告（総Ｂ２号）（総Ｂ３号） 

３．全学安全衛生管理室等会議・事故災害報告(総Ｂ４号)  

４．各委員会報告（経Ｂ１号） 

５．その他 

・教養教育高度化機構「アクティブラーニングニュースレター」の発行について 

 

 

 

 ○ 議題 

１．東京大学大学院総合文化研究科・教養学部の教員の任期に関する規則の一部改正（総Ｂ５号） 

２．東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正（総Ｂ６号） 

３．人を対象とした実験研究に関する倫理審査委員会規則の一部改正（研Ｂ３号） 

４．社会連携講座の運営等に関する規則の制定（研Ｂ４号） 

５．ギフテッド創成寄付講座の期間延長について（研Ｂ５号） 

６．芸術創造連携研究機構の機構長変更について（研Ｂ６号） 
７．未来戦略 LCA 連携研究機構「先制的 LCA」の社会連携研究部門の設置について（研Ｂ７号） 
８．その他 

 ・２０２３年度総務委員会及び拡大教授会開催日程等（案）について（総Ｂ７号） 

 
 

 

 

教 授 会 
 

 
○ 教員人事 

講   師    報  告     ８件 

准  教  授       報  告    ４５件 

教   授    提  案     １件         

         報  告    ８４件 

計１３８件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年１月１９日 
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 [ 拡大教授会 ]        

委 員 会 関 係 

 

 教 務 委 員 会                 
 

財  務  委  員  会  ・2022 年度コロナ対策経費配分案について（経Ｂ１号） 
  
 教 育 研 究 経 費 委 員 会   

 
 情 報 基 盤 委 員 会   
 
 入 試 委 員 会   
                    
 学 生 委 員 会   

 
      三 鷹 国 際 学 生 宿 舎 
      運 営 委 員 会   

 
 図 書 委 員 会   
                 

 前 期 運 営 委 員 会 
 
 後 期 運 営 委 員 会   

 
 建 設 委 員 会   
 
 環 境 委 員 会   
 

 防 災 委 員 会   
 
 そ の 他  ・広報委員会 「駒場 2022」原稿執筆依頼について 
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拡大教授会および教授会議事要旨 

日 時   ２０２２年１２月１５日（木） １５：００～１７：３６ 

場 所   Ｚｏｏｍ会議 

出席者     ２３９名 

 

議 題 

○ 報告事項 

１．総務委員会報告 

研究科長から、１２月１日、１２月１５日開催の総務委員会について説明・報告があった。 

２．研究科長・学部長・研究所長合同会議等報告 

研究科長から、１２月６日開催の研究科長・学部長・研究所長合同会議について、資料（総Ｂ３号）に

基づき説明・報告があった。 

３．全学環境安全管理室等会議・事故災害報告 

環境安全管理室道上達男室長から、資料(総Ｂ４号) に基づき報告があった。 

４．各委員会報告 

・真船文隆財務委員会委員長から、2022 年度 年度末執行に係る伝票等締切日について、資料（経Ｂ 
１号）に基づき説明があった。 

   ・真船文隆財務委員会委員長から、2022 年度 収入支出見込（2022.11.30 現在）について、資料（経 

Ｂ２号）に基づき説明があった。 

   ・市野川容孝入試委員会委員長から、令和５年度入試に伴う臨時措置（駒場キャンパス）について、 

資料（教Ｂ１号）に基づき説明があった。 

 ５．その他 
 ・清水晶子副研究科長から、教養学部／教育学部 Safer Space 共催ポストイット・アクションへの 

投稿について説明があった。 
 

○ 審議事項 

１．東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属教養教育高度化機構に置かれる部門の組織を定める 

内規の一部改正について 

   網野徹哉教養教育高度化機構長から、資料（総Ｂ７号）に基づき説明がなされ、審議の結果、了承さ 

れた。 

２．スプリット・アポイントメントの更新申請について  

   月脚達彦副研究科長から、資料（総Ｂ８号）に基づき説明がなされ、審議の結果、了承された。 

 ３．微生物科学イノベーション連携研究機構について  

   加納純子教授から、資料（研Ｂ３号）に基づき説明がなされ、審議の結果、了承された。 

 ４．「共創研究」社会連携講座について 

   池上高志教授から、資料（研Ｂ４号）に基づき説明がなされ、審議の結果、了承された。 

 

以下､教授会構成員対象の議題です。 

 
教授会 
 
〇議 題 
１．次期副研究科長予定者の選挙について 
 次期副研究科長予定者の選挙がなされた。 

２．次期評議員予定者の選考について 
   次期評議員予定者の選考がなされた。 
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〇教員人事 
    退職転出等             １件 

講   師    提  案     １件 

報  告     ３件          

准  教  授       提  案     ４件 

報  告     ３件  

教   授    提  案     ３件         

         報  告    １２件 

計２７件 

 

         以上 
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研究科長・学部長・研究所長合同会議

令和4年12月20日 （火） 15:00～

議題及び資料

 学内外情勢

学内外情勢

０１

(資料1)

総長

 令和4（2022）年度理事等の分担

令和4（2022）年度理事等の分担

０２

(資料2)

総長

 令和5年度（第96回）五月祭開催日程等

令和5年度（第96回）五月祭開催日程等（案）

０３

(資料3)

＊審議
藤垣理事

 学生教育支援システムUTokyo ONE（UTONE）第1期版の供用開始

学生教育支援システムUTokyo ONE（UTONE）第1期版の概要（学内限り）

０４

(資料4)

＊報告
太田理事

 東京大学における無人航空機の飛行に関するガイドライン

東京大学における無人航空機の飛行に関するガイドラインの概要

０５

(資料5)

＊報告
岸執行役

 東京カレッジに招聘する海外研究者等の推薦

東京カレッジに招聘する海外研究者等の推薦について（依頼）

０６

(資料6)

＊報告
相原理事

 年末年始における情報セキュリティに関する注意喚起

年末年始における情報セキュリティに関する注意喚起について（学内限り）

０７

(資料7)

＊報告
今泉理事

 日立東大ラボ・産学協創フォーラム「第5回Society5.0を支えるエネルギーシステムの実現に向け
て」の開催

日立東大ラボ産学協創フォーラム 第5回Society5.0を支えるエネルギーシステムの実現に向けて

０８

(資料8)

＊報告

相原理事

 高校生のための東京大学オープンキャンパス2023日程及び開催方針

高校生のための東京大学オープンキャンパス2023日程・開催方針

０９

(資料9)

＊報告
津田執行役

 第62回全国七大学総合体育大会

第62回全国七大学総合体育大会概要

１０

(資料10)

＊報告
藤垣理事

 寄付講座、社会連携講座及び国立研究開発法人連携講座等の設置等

寄付講座、社会連携講座及び国立研究開発法人連携講座等の設置等

１１

(資料11)

＊報告
齊藤理事

 その他

（１）令和5（2023）年度会議等の予定

令和5（2023）年度会議等予定表（案）

１２

(資料12)

大久保理事

（２）令和4年度「東大の研究室をのぞいてみよう！～多様な学生を東大に～」プログラムへの協力

令和4年度「東大の研究室をのぞいてみよう！～多様な学生を東大に～」プログラム協力研究室一覧(資料13)

津田執行役
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研究科長・学部長・研究所長合同会議

令和5年01月10日 （火） 15:00～

議題及び資料

 学内外情勢

学内外情勢

０１

(資料1)

総長

 広報・コミュニケーション活動報告

広報・コミュニケーション活動

０２

(資料2)

＊報告
武田執行役

3-1:第4期中期計画の変更（概要）、3-2:第国立大学法人東京大学の中期計画新旧対照表、3-3:国立大学法
人東京大学第4期中期目標・中期計画

０３

(資料3)

 第4期中期計画の変更 相原理事

 東京大学学位規則の一部改正０４

＊審議

(資料4) 東京大学学位規則の一部を改正する規則（案）

太田理事

東京大学における教育職員免許状授与資格の取得に関する規則の一部を改正する規則（案）

０５

(資料5)

 東京大学における教育職員免許状授与資格の取得に関する規則の一部改正 太田理事

 就業規則等の改正０６

＊審議

(資料6) 就業規則等の改正（案）

今泉理事

東京大学奨学金返還免除候補者選考規程の一部改正する規則（案）

０７

(資料7)

 東京大学奨学金返還免除候補者選考規程の一部改正 藤垣理事

 地球観測データ統融合連携研究機構の改組０８

＊審議

(資料8) 「地球観測データ統融合連携研究機構」の改組の概要

齊藤理事

 次世代放射光施設NanoTerasuのコアリションメンバー加入に関する覚書の締結０９

＊審議

(資料9) 覚書（案）

齊藤理事

 東京大学とオウル大学（フィンランド）との全学協定締結１０

＊審議

(資料10) 国際交流協定締結計画書等（オウル大学）（案）

林理事

 令和5（2023）年度総長補佐の推薦依頼

令和5年度総長補佐の推薦について（依頼）

１１

(資料11)

＊報告
大久保理事

 連携研究機構（次世代都市国際連携研究機構、気候と社会連携研究機構）の変更

連携研究機構の変更について

１２

(資料12)

＊報告
齊藤理事

 東京大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）2022年度改訂

東京大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）2022年度改訂

１３

(資料13)

＊報告
大久保理事

 研究インテグリティの確保

東京大学の研究インテグリティの確保について（案）

１４

(資料14)

＊報告
齊藤理事

＊審議

＊審議

＊審議
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議題及び資料

 共用研究設備システムの研究設備情報の新規登録・確認

共用研究設備システムの研究設備情報の新規登録・確認について（照会）

１５

(資料15)

＊報告
齊藤理事

その他　
（１）UTEC-UTokyo Meetupの開催

UTEC-UTokyo Meetup開催のご案内

１６

(資料16)

齊藤理事
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経B1号

（単位：円）

No 学科・部会等名 要　　　求　　　事　　　項　　　名 配分額

1
アメリカ太平洋地域研究セン
ター

①センター長室の感染対策物品費用
②CPAS図書室・事務室の感染対策物品費用

13,212

2 外国語委員会
・手指消毒用液
・感染防止用ハンドソープ
・感染防止用ペーパータオル

26,446

3 学際科学科 教室の換気対策（換気設備更新） 150,000

4 言語情報科学専攻 サウンドラボ（実験設備）感染対策措置　（空気清浄機および簡易抗原検査キット） 104,672

5 高度化機構 KALSへの網戸設置工事 150,000

6 国文学・漢文学部会 換気のための網戸とサーキュレーターの設置 150,000

7 スポーツ身体運動部会 PCR検査キット、消毒用アルコール、手袋、ビブス、ビブス用洗剤 120,622

8 地域文化研究専攻
18号館地域文化研究専攻事務室におけるコロナウイルス感染拡大防止対策に必要な
サーキュレーターと加湿器

26,270

9 超域文化科学専攻

1. 網戸設置工事費 8号館308： (75,900円のうち）50,000円
2. 網戸設置工事費 14号館302A,401B,402A,403A：(80,480円のうち）50,000円
3. オンライン業務・会議用機材：34,780円　※内訳はスピーカー8980円、カメラ25,800円
4. 対面授業時の感染防止用資材：7,836円（ウェットティッシュ代総額の半分）

142,616

10 哲学・科学史部会
新型コロナウイルス感染対策の「換気」を目的とした14号館7階個人研究室及び哲学研究
室への網戸設置費の一部

150,000

11 統合自然科学科 統合生命科学実験の感染防止のための消耗品購入 57,860

12 物理部会
ハイブリッド授業用のスピーカーマイクの購入
基礎物理学実験室の各実験台に設置したアルコール補充作業代

150,000

13 歴史学部会 感染予防対策としての換気のための網戸設置 150,000

1,391,698

2022年度コロナ対策経費配分表

合　　　　　　計
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1 
 

東京大学大学院総合文化研究科・教養学部の教員の任期に関する規則の一部を改正する規則（案） 

 

改正理由：既に導入している教員の任期制の教育研究組織等の見直し等を行うことに伴い、所要の改正を行うものである。 

現   行 改   正 

（略） 

別表 

部

局

名 

専攻(施設)、講座

(部門)、分野等 

対象と

なる職 
任期 再任に関する事項 

大

学

院

総

合

文

化

研

究

科 

  （略）  

国際社会科学専攻

公共政策論講座公

共政策論分野 

准教授 

講 師 

１年。ただし、令

和５年３月３１

日を超えること

はできない。 

再任不可。 

  （略）  

広域科学専攻自然

体系学講座生態学

分野 

准教授 

講 師 

５年。ただし、令

和５年３月３１

日を超えること

はできない。 

再任可。ただし、１回限り

とし、再任後の任期は令和

５年３月３１日を超える

ことができない。 

  （略）  

 地域文化研究専攻

国際研究先端大講

座学際複合分野 

講 師 ４年。ただし、令

和５年３月３１

日を超えること

はできない。 

再任不可。 

   （略）  

（略） 

別表 

部

局

名 

専攻(施設)、講座

(部門)、分野等 

対象と

なる職 
任期 再任に関する事項 

大

学

院

総

合

文

化

研

究

科 

  （略）  

（削除） 

 

 

 

   

  （略）  

（削除） 

 

 

 

   

   （略）  

 （削除） 

 

 

 

   

   （略）  
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2 
 

 言語情報科学専攻

の全講座（国際研究

先端大講座先端領

域分野、国際研究先

端大講座融合領域

分野及び国際研究

先端大講座総合学

術分野を除く。） 

助 教 ２年 再任不可。 

 地域文化研究専攻

の全講座（国際研究

先端大講座先端領

域分野、国際研究先

端大講座融合領域

分野及び国際研究

先端大講座総合学

術分野を除く。） 

助 教 ２年 再任不可。 

   （略）  

 広域科学専攻情報

システム学講座総

合情報学分野 

助 教 ２年。ただし、令

和５年３月３１

日を超えること

はできない。 

再任不可。 

   （略）  

 広域科学専攻複雑

系解析学講座物性

理論分野 

助 教 ５年 再任可。ただし、２回限り

とし、再任の場合の任期は

１回目にあっては３年、２

回目にあっては２年とす

る。 

 言語情報科学専攻

の全講座（国際研究

先端大講座先端領

域分野及び国際研

究先端大講座融合

領域分野を除く。） 

 

 

助 教 ２年 再任不可。 

 地域文化研究専攻

の全講座（国際研究

先端大講座先端領

域分野及び国際研

究先端大講座融合

領域分野を除く。） 

 

 

助 教 ２年 再任不可。 

   （略）  

 （削除） 

 

 

 

   

   （略）  

 広域科学専攻複雑

系解析学講座物性

理論分野 

助 教 ５年 再任可。ただし、２回限り

とし、再任の場合の任期は

１回目にあっては３年、２

回目にあっては２年とす

る。 
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3 
 

  

 

 

   

   （略）  

 附属グローバルコ

ミュニケーション

研究センター日本

語教育開発実施部

門Ⅰ 

准教授 

講 師 

３年。ただし、令

和５年３月３１

日を超えること

はできない。 

再任不可。 

   （略）  

教

養

学

部 

  （略）  

附属教養教育高度

化機構初年次教育

部門人文科学教育

研究分野 

准教授 

講 師 

１年。ただし、令

和５年３月３１

日を超えること

はできない。 

再任不可。 

 

 

 

 

   

  （略）  

 

 

 広域科学専攻国際

研究先端大講座学

際複合分野 

助 教 ３年 再任可。ただし、１回限り

とし、再任の場合の任期は

１年とする。 

   （略）  

 附属グローバルコ

ミュニケーション

研究センター日本

語教育開発実施部

門 

講 師 ５年 再任不可。 

   （略）  

教

養

学

部 

  （略）  

（削除） 

 

 

 

   

附属教養教育高度

化機構 Diversity & 

Inclusion 部門社会

科学教育研究分野 

准教授 ４年。ただし、令

和９年３月３１

日を超えること

はできない。 

再任不可。 

  （略）  

 

 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。 
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東京大学における教員の任期に関する規則の一部を改正する規則（案）（令和 年 月 日東大規則第  号） 

 

改正理由：大学院総合文化研究科及び教養学部において、既に導入している教員の任期制の教育研究組織等の見直しを行うことに伴い、所要の改正を行うも

のである。 

 

現    行 改    正 

 

別表 

 （略）     
 

別表 

 （略）     

  教育研究組織 対象と 

なる職 
任期 

再任に関する事

項 

根拠規定    教育研究組織 対象と 

なる職 
任期 

再任に関する事

項 

根拠規定  

  部局名 専攻、講座、研究部門等    部局名 専攻、講座、研究部門等  

   （略）        （略）     

 大学院総合文

化研究科 

 （略）      大学院総合文

化研究科 

 （略）     

 

国際社会科学専攻公共政策論講

座公共政策論分野 

准教授 

講 師 

１年。ただし、

令和５年３月

３１日を超え

ることはでき

ない。 

再任不可。 法第４条第１

項第１号 

  （削除）     

 

  （略）       （略）     

 

広域科学専攻自然体系学講座生

態学分野 

准教授 

講 師 

５年。ただし、

令和５年３月

３１日を超え

ることはでき

ない。 

再任可。ただし、

１回限りとし、再

任後の任期は令

和５年３月３１

日を超えること

ができない。 

法第４条第１

項第１号 

  （削除）     

 

   （略）        （略）     

 

 地域文化研究専攻国際研究先端

大講座学際複合分野 

講 師 ４年。ただし、

令和５年３月

３１日を超え

ることはでき

ない。 

再任不可。 法第４条第１

項第１号 

   （削除）     

 

   （略）        （略）     

 

 言語情報科学専攻の全講座（国

際研究先端大講座先端領域分

野、国際研究先端大講座融合領

助 教 ２年 再任不可。 法第４条第１

項第２号 

   言語情報科学専攻の全講座（国

際研究先端大講座先端領域分野

及び国際研究先端大講座融合領

助 教 ２年 再任不可。 法第４条第１

項第２号  
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域分野及び国際研究先端大講座

総合学術分野を除く。） 

域分野を除く。） 

 

 地域文化研究専攻の全講座（国

際研究先端大講座先端領域分

野、国際研究先端大講座融合領

域分野及び国際研究先端大講座

総合学術分野を除く。） 

助 教 ２年 再任不可。 法第４条第１

項第２号 

   地域文化研究専攻の全講座（国

際研究先端大講座先端領域分野

及び国際研究先端大講座融合領

域分野を除く。） 

助 教 ２年 再任不可。 法第４条第１

項第２号 

 

   （略）        （略）     

 

 広域科学専攻情報システム学講

座総合情報学分野 

助 教 ２年。ただし、

令和５年３月

３１日を超え

ることはでき

ない。 

再任不可。 法第４条第１

項第１号 

   （削除）     

 

   （略）        （略）     

 

 広域科学専攻複雑系解析学講座

物性理論分野 

助 教 ５年 再任可。ただし、

２回限りとし、再

任の場合の任期

は１回目にあっ

ては３年、２回目

にあっては２年

とする。 

法第４条第１

項第１号 

   広域科学専攻複雑系解析学講座

物性理論分野 

助 教 ５年 再任可。ただし、

２回限りとし、再

任の場合の任期

は１回目にあっ

ては３年、２回目

にあっては２年

とする。 

法第４条第１

項第１号 

 

 

         広域科学専攻国際研究先端大講

座学際複合分野 

助 教 ３年 再任可。ただし、

１回限りとし、再

任の場合の任期

は１年とする。 

法第４条第１

項第１号 
 

   （略）        （略）     

 

 附属グローバルコミュニケーシ

ョン研究センター日本語教育開

発実施部門Ⅰ 

准教授 

講 師 

３年。ただし、

令和５年３月

３１日を超え

ることはでき

ない。 

再任不可。 法第４条第１

項第１号 

   附属グローバルコミュニケーシ

ョン研究センター日本語教育開

発実施部門 

講 師 ５年 再任不可。 法第４条第１

項第１号 

 

   （略）        （略）     

   （略）        （略）     

 教養学部  （略）      教養学部  （略）     
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 附属教養教育高度化機構初年次

教育部門人文科学教育研究分野 

准教授 

講 師 

１年。ただし、

令和５年３月

３１日を超え

ることはでき

ない。 

再任不可。 法第４条第１

項第１号 

   （削除）     

 

 

         附 属 教 養 教 育 高 度 化 機 構

Diversity & Inclusion部門社会

科学教育研究分野 

准教授 ４年。ただし、

令和９年３月

３１日を超え

ることはでき

ない。 

再任不可。 法第４条第１

項第１号 

 

   （略）        （略）     

   （略）        （略）     

                

 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。 
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東京大学大学院総合文化研究科・教養学部 

人ヒトを対象とした実験研究に関する倫理審査委員会規則（案） 

 

制定 平成７年６月１日 

改正 平成８年９月１９日 

改正 平成１６年４月１日 

改正 平成１７年４月１日 

改正 平成２７年２月１９日 

改正 令和 5年 月 日 

 

 

（設置） 

第１条 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部（以下「研究科」という。）に人ヒトを対象と

した実験研究に関する倫理審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（目的） 

第２条 委員会は、研究科における、人ヒトを対象とした実験研究に関し、その研究に研究対象者

被験者として参加する人ヒトの人権と安全の確保に資するため、研究者から提出された研究計画

について、審査、助言・勧告することを目的とする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、委員のうちから互選する。 

３ 委員は、次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 次に掲げる生命環境科学系各グループから推薦された教員 各１名 

イ 身体運動科学グループ 

ロ 認知行動科学グループ 

ハ 基礎生命科学グループ 

(2) 広域システム科学系から推薦された教員 １名 

(3) 相関基礎科学系から推薦された教員 １名 

(4) 言語情報科学、超域文化科学、地域文化研究及び国際社会科学の４専攻のいずれかから推薦

された教員 各１名 

(5) 委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、事務部経理課研究支援チーム係において処理する。 

（細則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、審査の方法、委員会の運営等に関する必要な事項は、委員

会が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

研B3号
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この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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東京大学大学院総合文化研究科・教養学部社会連携講座の運営等に関する規則（案） 

    
令和 5 年 1 月 19 日制定 

 
（目的） 

第 1 条  この規則は、東京大学社会連携講座等に関する規則（東大規則第 28 号。以下「全学

規則」という。）に定めのあるもののほか、東京大学大学院総合文化研究科・教養学部（以

下「研究科・学部」という。）に設置する社会連携講座の運営及び評価に関し、必要な事項

を定めることを目的とする。 

（設置及び改廃） 
第 2 条 社会連携講座の設置及び改廃については、教授会の議を経て研究科長が決定し、教

育研究評議会及び役員会に報告する。 

（存続期間） 

第 3 条 社会連携講座の存続期間は、原則として 3 年以上 5 年以下とする。5 年を越えて存

続すべき社会連携講座を設置しようとするときは、教授会の議を経て、研究科長は教育研

究評議会に承認を求めるものとする。 
（社会連携講座教員） 

第 4 条 社会連携講座に所属する教員の選考については、一般の教員の選考基準に準じて行

う。 

（運営委員会の設置） 

第 5 条 社会連携講座の運営のため、社会連携講座ごとに運営委員会を置く。 

２ 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  
(1) 研究科長が指名する副研究科長 

(2) 研究科長が指名する当該社会連携講座を兼務する教授又は准教授 

(3) 研究科長が指名する関連研究分野の教授又は准教授 

(4) その他研究科長が必要と認め、指名する者 

３ 運営委員会の委員長は、委員の互選による。 

４ 運営委員会は、教育・研究、予算、人事、その他運営に係る事項を審議する。ただし、

社会連携講座専任の教員は、人事の審議に加わることはできない。 

５ 運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。 
（評価委員会の設置） 

第 6 条 全学規則第 11 条に基づき、社会連携講座ごとに評価委員会を置く。 

２ 評価委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし、前条に定める運営委

1

研B4号
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員会の委員は、評価委員会の委員を兼ねることはできない。 

(1) 研究科長が指名する副研究科長 

(2) 研究科長が指名する研究科長補佐 

(3) 研究科長が指名する専攻長ないしは系長 
(4) その他研究科長が必要と認め、指名する者 

３ 評価委員会の委員長は、副研究科長が務める。 

４ 社会連携講座に所属する教員は、評価委員会の業務に、誠実に協力しなければならな

い。 

５ 評価委員会の運営に関し必要な事項は、評価委員会が定める。 
（補則） 
第 7 条 この規則に定めるもののほか、社会連携講座の運営に関し必要な事項は、研究科長が

定める。 

 

 
附 則   

１．この規則は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 
２．東京大学大学院総合文化研究科・教養学部社会連携講座運営規則（平成 27 年 10 月 15

日 教授会制定）は、令和 5年 3 月 31 日をもって廃止する。 
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大学院総合文化研究科・教養学部社会連携講座等運営委員会内規及び大学院総合文化研究

科・教養学部社会連携講座等評価委員会内規を廃止する内規（案） 
 

令和 5 年 1 月 19 日研究科長裁定 
 

 大学院総合文化研究科・教養学部社会連携講座等運営委員会内規（平成 27 年 10 月 15 日

研究科長裁定）及び大学院総合文化研究科・教養学部社会連携講座等評価委員会内規（平成

27 年 10 月 15 日研究科長裁定）は廃止する。 
 
  附 則 
この内規は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 
 
 

廃 止 理 由 
 
 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部社会連携講座運営等に関する規則（令和 5 年 1
月 19 日制定）により、これらの内規に定めていた規定が整備されたため、当該事項を定め

たこれらの内規を廃止するものである。 
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東京大学社会連携講座等に関する規則 

平成２９年９月２８日 

役員会議決 

東大規則第２８号 

 
（設置） 

第１条 本学に、民間等外部の機関（国立研究開発法人を除く。以下「民間機関等」という。）

から受け入れる共同研究の一環として教育研究を実施するため、社会連携講座及び社会

連携研究部門（以下「社会連携講座等」という。）を置く。 
２ 社会連携講座は、学部及び研究科等の教育研究を行う大学院組織等に置く。 
３ 社会連携研究部門は、附置研究所及び附属図書館、文書館、学内共同教育研究施設、国

際高等研究所に置かれる組織、学際融合研究施設、全国共同利用施設等の教育研究を行う

組織に置く。 
 （目的） 
第２条 社会連携講座等は、民間機関等と連携することにより、本学における教育研究の進

展と充実を図り、人材育成をより活発化させ、もって学術の推進及び社会の発展に寄与す

ることを目的とする。 
 （設置及び運営の原則） 
第３条 社会連携講座等の設置及び運営にあたっては、次によるものとする。 

(1) 社会連携講座等は、公共性の高い共通の課題について、本学と共同して研究を実施

しようとする民間機関等から受け入れる経費等を活用して設置するものであること。 
(2) 社会連携講座等及びそれに関連する共同研究（以下「当該共同研究」という。）に、

他の民間機関等を加えることができること。 
(3) 本学の教育研究における自主性の確保に十分配慮し、特に学部学生・大学院学生の

進路を制約することのないよう社会連携講座等を連携して設置する機関（前号の規定

により加えることとされた機関を含み、以下「連携機関」という。）の理解を得ること。 
(4) 本学の教育研究体制における教育研究競争力の強化、流動化、国際化、学際化及び

研究成果の公開化の推進に配慮すること。 
(5) 連携機関から民間等共同研究員（東京大学民間等共同研究取扱規則（以下「共同研

究取扱規則」という。）第７条に定めるものをいう。）を受け入れることができること。 
 （名称） 
第４条 社会連携講座等には、当該社会連携講座等における教育研究の内容を示す名称を

付すものとする。 
 （申込みの方法） 
第５条 社会連携講座等設置の申込みは、部局長に対して、文書により行う。 
 （設置の決定等） 
第６条 社会連携講座等を設置するときは、部局の教授会（教授会に相当するものを含む。）

において審査させ、部局長がこれを決定するものとし、教育研究評議会及び役員会に報告

しなければならない。 
２ 部局長は、設置を決定したときは、その決定内容を東京大学会計規程第１６条第２項に
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規定する総長から契約事務の委任を受けた者（以下「契約事務の委任を受けた者」という。）

に通知する。 
 （契約の締結） 
第７条 契約事務の委任を受けた者は、前条第２項の通知に基づき、連携機関の長と社会連

携講座等の設置に関する契約を締結する。 
 （存続期間） 
第８条 社会連携講座等の存続期間は、原則として３年以上５年以下とする。ただし、当該

部局において５年を越えて存続すべき社会連携講座等を設置しようとするときは、教育

研究評議会の承認を得なければならない。 
２ 前項の存続期間が終了したときは（５年を越えて存続する社会連携講座等については、

おおむね５年ごとに）、当該部局の定めるところにより、その教育研究の成果のとりまと

めを行う。 
（社会連携講座等教員） 

第９条 社会連携講座等に所属する教員（以下「社会連携講座等教員」という。）は、特任

教授、特任准教授、特任講師及び特任助教のいずれかとして雇用するものとする。 
２ 連携機関に所属する者は、当該社会連携講座等教員に充てることはできない。ただし、

連携機関のうち独立行政法人に所属する研究者を当該社会連携講座等教員に充てる場合

及び本学の常勤の教員（教授、准教授、講師又は助教をいう。以下「本学の教員」という。）

が社会連携講座等教員を兼務する場合であって相当の理由があるときは、この限りでは

ない。 

３ 社会連携講座等教員のうち、少なくとも１名は、特任教授又は特任准教授でなければな

らない。 
４ 社会連携講座等教員の選考は、本学の教員の選考基準に準じて行う。選考に関して必要

な事項は、各部局において定める。 
５ 社会連携講座等教員は、その職を主たる職とすることを原則とする。ただし、相当の事

情がある場合は、この限りでない。 
 （社会連携講座等教員の職務） 
第１０条 社会連携講座等教員は、当該共同研究を行うほか、本学の学部学生・大学院学生

に対する教育を行うことができる。 
２ 社会連携講座等教員は、第２条に掲げる目的を達成するために必要な研究を、自由な発

想のもとに行うことができる。 
 （評価） 
第１１条 部局長は、社会連携講座等を設置したときは、当該社会連携講座等に係る評価を

行うため、当該部局に評価委員会を設置するものとする。 
２ 評価委員会は、当該部局の教員複数名を委員として構成するものとする。 
３ 評価委員会は、毎年度及び設置期間終了後、次に掲げる項目について評価を行い、その

結果を部局長に報告するものとする。 
 (1) 当該社会連携講座等の教育内容とその方法及び研究活動等 
 (2) 社会連携講座等教員の適性及び契約期間の適切性 
 (3) その他、当該社会連携講座等に関し必要な事項 
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 （社会連携講座等に要する経費及び設備等の取扱い） 
第１２条 社会連携講座等に要する経費及び設備等の取扱いについては、共同研究取扱規

則の当該規定を適用する。 
２ 前項の場合において、同規則第８条第２項中「民間機関等は、共同研究遂行のために、

特に必要となる謝金、旅費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費（以下「直接経費」と

いう。）を負担するものとする。」とあるのは、「連携機関は、社会連携講座等の運営及び

当該共同研究の実施のために、社会連携講座等教員の人件費、謝金、旅費、消耗品費及び

光熱水料等の社会連携講座等における教育研究に必要な経費（以下「基礎的経費」という。）

を負担するものとする。」とする。 
３ 連携機関は、効果的かつ効率的に研究を行うために必要な管理的経費として、東京大学

研究支援経費取扱要領に定める研究支援経費を負担するものとする。この場合における

研究支援経費の額は、同要領第３条第２項及び第３項の規定にかかわらず、基礎的経費の

額の３０パーセントに相当する額とする。 
４ 連携機関は、社会連携講座等の設置にあたり効果的かつ効率的に教育又は研究を行う

ために、別途経費が必要な場合、その経費を負担するものとする。 
 （社会連携講座等を含む共同研究の取扱い） 
第１３条 この規則及び第７条に基づき締結する社会連携講座等の設置に関する契約に定

めるもののほか、社会連携講座等を含む当該共同研究の取扱い及びその研究成果に基づ

く発明等の取扱いについては、共同研究取扱規則に基づき締結する共同研究に関する契

約によるものとする。 
（補則） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、社会連携講座等の手続等に関する事項は、別に定

める。 
 
   附 則 
１ この規則は、平成２９年１０月１日から施行する。 
２ この規則の施行の際現に改正前の社会連携講座等要項に基づき設置されている社会連

携講座及び社会連携研究部門 （国立研究開発法人と連携して設置されているものを除

く。）については、それぞれ改正後の東京大学社会連携講座等に関する規則第１条の規定

により設置された社会連携講座及び社会連携研究部門とみなす。 
附 則 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
２ この規則の施行の日から平成３３年３月３１日までの間における第１条の３の規定の

適用については、同条中「文書館」とあるのは、「文書館、東京大学基本組織規則の一部

を改正する規則（平成３０年４月２６日東大規則第３号）附則別表に掲げる全学センター」

とする。 
   附 則 
この規則は、令和２年１０月１日から施行する。 
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東京大学大学院総合文化研究科・教養学部社会連携講座等運営規則 
    

平成２７年１０月１５日 教授会制定 
 
東京大学大学院総合文化研究科教授会・教養学部教授会（以下「教授会」という。）は、社

会連携講座及び社会連携研究部門（以下「社会連携講座等」という。）の運営に関し、東京大

学社会連携講座等要項（以下「要項」という。）に基づき、以下のとおり規則を定める。 
（設置及び運営の原則） 

第１条  社会連携講座等の設置及び運営は、大学院総合文化研究科・教養学部（以下「研究

科・学部」という。）における研究教育の発展及び充実を目的とし、特に研究教育の国際化

を配慮しつつ、自主的に行なうものとする。 
第２条  社会連携講座等の設置及び運営に当たっては、本研究科・学部の主体性を確保する

ものとする。 
（本学の原則の遵守） 

第３条  本学の関係者が一切の軍事研究に従事してはならず、また軍事組織からの財政的援

助を受けてはならないという本学の原則は、社会連携講座等においても遵守されなければ

ならない。 
（社会連携講座等の所属） 

第４条  社会連携講座等は、本研究科・学部に所属する。 
（社会連携講座等の設置及び改廃） 

第５条 社会連携講座等の設置及び改廃については、教授会の議を経て決定する。 
第６条 社会連携講座等には当該講座等における研究教育の内容を示す名称を付するものと

する。 
第７条 社会連携講座等の存続期間は、原則として３年以上５年以下とする。社会連携講座

等の存続期間は更新することができるが、その手続きは設置の例に準ずる。 
（社会連携講座等の構成） 

第８条 社会連携講座等に所属する教員（以下「社会連携講座等教員」という。）は、本学教

員以外の者をもって充てることを原則とする。 
第９条 社会連携講座等は、教授、准教授又は助教に相当する者をもって構成する。 
 ただし、少なくとも教授又は准教授に相当する者を１名、准教授又は助教に相当する者を

１名とする。 
（社会連携講座等構成員の選考） 

第１０条 前条に定める社会連携講座等教員となる教授、准教授及び助教に相当する者の選

考については、一般の教員の選考基準に準じて行う。 
第１１条 社会連携講座等教員のうち教授、准教授に相当する者は、それぞれ「客員教授」

「客員准教授」と称することができる。 
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（運営委員会） 
第１２条 社会連携講座等の運営のため、社会連携講座等ごとに運営委員会を設置する。 
運営委員会の組織及び役割については、別に定めるものとする。 
（社会連携講座等構成員の義務及び権限） 

第１３条 社会連携講座等教員は、その職を主たる職とすることを原則とする。ただし、相当

の事情のある場合はこの限りでない。 
第１４条 社会連携講座等に採用された教授又は准教授に相当する者は、研究科・学部の求

めに応じ、講義又は学生の指導等を行うことができる。 
２ 講義の単位数及び教務関係の必要事項は、別に定める。 
第１５条 社会連携講座等に採用された教授、准教授、又は助教に相当する者は、運営委員会

及び教授会の求めにより、当該社会連携講座等の教育、研究及び運営に関する事項につい

て、運営委員会及び教授会に出席し、意見を述べることができる。 
ただし、人事に関する審議に、加わることはできない。 

 （評価委員会） 
第１６条 要項第１２に規定する評価委員会は、社会連携講座等ごとに設置する。 
委員会の組織及び役割については、別に定めるものとする。 
（その他） 

第１７条  この規則に定めのない事項については、要項によるものとする。 
    

附 則   
この規則は、平成２７年１０月１５日から施行する。 
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大学院総合文化研究科・教養学部社会連携講座等運営委員会内規 
 

平成２７年１０月１５日 研究科長裁定 
 
１．大学院総合文化研究科・教養学部社会連携講座等運営規則第１２条の規定に基づ

き、社会連携講座等ごとに運営委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
 
２．委員会は、当該社会連携講座等に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 教育・研究に関する事項 
 (2) 予算に関する事項 

 (3) 人事に関する事項 

(4) その他運営に関する事項 
 
３．委員会は、原則として、以下の構成とする。なお委員長は、委員の互選による。 
(1) 副研究科長（１名） 
(2) 当該社会連携講座等を兼務する教授又は准教授 
(3) 関連研究分野の教授又は准教授（若干名） 
(4) 委員長は、必要に応じて上記以外の者を委員に加えることができる。 

 
４．委員の任期は、原則として、当該社会連携講座等の存続期間（延長期間を含む）と

する。 
委員の交替については、委員会の了承を必要とする。 

 
５．委員会は、第２項各号に掲げる事項について審議した原案を作成し、必要な場合

は教授会の承認を得るものとする。 
 
６．この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定め

るところによる。 
 

附 則 

この内規は、平成２７年１０月１５日から施行する。 
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東京大学大学院総合文化研究科・教養学部社会連携講座等評価委員会内規 

 

平成２７年１０月１５日 研究科長裁定 
 

１．大学院総合文化研究科・教養学部社会連携講座等運営規則第１６条の規定に基づ

き、社会連携講座等ごとに評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

２．委員会は、毎年度及び設置期間終了後、次の各号に掲げる項目について評価を行

い、その結果を研究科長に報告するものとする。 

  ただし、社会連携講座等の設置期間を延長する場合は、延長の申請をする前に評

価を行い、その結果を研究科長に報告するものとする。 

(1) 社会連携講座等の教育内容とその方法及び研究活動等  

(2) 社会連携講座等教員の適性及び契約期間の是非  

(3) その他、社会連携講座等に関し必要な事項  

 

３．委員会は、原則として、以下の構成とする。 
(1) 研究科長 

(2) 副研究科長（１名） 

(3) 委員長が必要と認めた者 

 

４．委員長は、研究科長とする。 

 

５．この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定め

るところによる。 

 

附 則 

この内規は、平成２７年１０月１５日から施行する。 
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（２０２３年１月１９日 教授会承認〈予定〉時点） 

【変更】2021.4.1 

東京大学大学院総合文化研究科「ギフテッド創成」寄付講座の概要 

1. 設置年月日 

（設置期間） 

２０２０年４月１日 

（２０２０年４月１日～２０２３年７月３１日） ３年４ヶ月間 

（２０２０年４月１日～２０２３年３月３１日） ３年間 

2.  部局名 東京大学大学院総合文化研究科 

3.  寄付講座等の名

称 

（和文）ギフテッド創成寄付講座 

（英文）Endowed Institute for Empowering Gifted Minds 

Endowed Institute for Development of the Gifted 

4.  寄  附  者 一般社団法人インクルーシブパレット 

5.  寄附者の概要 （1）設立年月日 2019年 10月 1日 

（2）資本金      0円（ 2020年 1月 29日現在） 

（3）収  益     0円（ 2019年 12  期） 

（4）従業員数      5人（ 2019年 1月 29日現在） 

（5）事業の内容（概略） 

・ギフテッド及び障がい者の就職支援活動 

・ギフテッド及び障がい者の就労支援活動 

・大学への寄付講座提供による職業能力開発プログラムの研究 

・その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 

＊本社団は賛助会員参加企業からの寄附により運営される予定。 

【社団法人参加予定企業：サイオス株式会社】 

（1）設立年月日 1997年 5月 23日 

（2）資本金   1,481,520千円 （ 2020年 1月 29日現在 ） 

（3）収  益   12,799百万円  ( 2018年12月期 ） 

（4）従業員数 単体：49人 連結：440人 （2018年12月31日現在） 

（5）事業の内容（概略） 

サイオスは、Linuxに代表されるオープンソースソフトウェア、AI、

クラウド、金融技術に卓越した強みを有するテクノロジー企業群を

子会社に持つ東証二部上場の持株会社です。 

6. 寄 附 金 額 総 額 60,000,000円 

7. 寄附方法及び時期 現金で納入 

2020年3月 10,000,000円 

2020年8月 10,000,000円 

2021年3月 10,000,000円 

2021年8月 10,000,000円 

2022年3月 10,000,000円 

2022年8月 10,000,000円 

 

8. 担当教員 特任准教授 池澤 聰 

特任研究員 1名採用予定 

 

9. 研 究 目 的 高い論理的思考能力を発揮する者が少なくない発達障がい者をはじめとす

る障がい者のギフテッドとしての側面に注目し、その能力を引き上げるこ

とに注目することで、特に IT分野においてイノベーションをけん引でき

る人材の育成につなげる。 

10. 研究内容･研究課題 発達障がいをはじめとする障がい者に対し、IT 技術に関する職業訓練を行

い、障がいの種別、年齢、などを考慮した最適な教育プログラムの開発を行

い、ギフテッドとしての潜在能力を発揮させる 

研B5号
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四角形



 

11. 期待される成果 〇直接的な成果 

障がい種別・特性・年齢に応じた IT人材育成プログラム 

非障がい者にも応用できる教育プログラム 

研究を通じて教育された、研究対象者の IT業界への輩出 

〇副次的な成果 

職業訓練をうけたギフテッド人材の活用 

12. 備         考 2020 年２月 20 日  教授会承認（設置） 

2023 年 1 月 19 日 教授会承認予定（変更：設置期間延長） 
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※その他の変更については別紙新旧対照表を参照のこと。

変更の内容及びその理由：

変 更 予 定 年 月 日 ： 　令和５年４月１日（設置年月日：平成３１年５月１日）

（内容）機構長の変更
　変更前：長木　誠司
　変更後：岡田　猛
（理由）現機構長の退職に伴い、機構長を変更する。
　

令和5年  月  日

　総　 　 　長　 　殿

連携研究機構変更申請書

東京大学連携研究機構規則第6条の規定に基づき、下記のとおり連携研究機構の変更を申請致します。

記

連携研究機構の名称： 芸術創造連携研究機構

大学院総合文化研究科長　　　　　森山　工
大学院医学系研究科長　　　　　　岡部　繁男
大学院工学系研究科長　　　　　　染谷　隆夫
大学院人文社会系研究科長　　　　秋山　聰
大学院教育学研究科長　　　　　　小玉　重夫
大学院数理科学研究科長　　　　　斎藤　毅
大学院情報学環長　　　　　　　　山内　祐平

様式４－１

研B6号
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1 変更予定年月日

2

連携部局名

※連携部局全てについて記載
　　（全学組織を含む）

3 学外の連携機関・企業等

4
組織の名称
（英語名称）

5 全体概要

6 設置目的

7
連携研究機構の長
  （氏名・所属・職名）

8 参画教員

9

組織・運営体制
（部局間等連携体制）

　 人事管理体制

芸術創造を行うアーティストと連携した文理融合型の最先端の芸術研究は、国内の芸術系の大学では実現が難しいが、総合大学なら
ば可能である。しかしながら、従来各部局の個別研究を連携させるプラットフォームがなかった。芸術創造と一体となった研究活動を全
学的に組織化することで、このプラットフォームを形成し、従来の東京大学の枠を超えた新たな身体知を創造する（学問的効果）。日本
の国立大学・総合大学では初めてとなる常設のクリエイティヴ・アーカイヴ、アート・ラボ等の設置によって、研究者とアーティスト、大学
と芸術関係の企業・財団等との連携を進める。研究成果のアート界へのフィードバックを通して、新たな芸術創造の方法を社会的にも
促進していく射程を持つことにより、日本の芸術文化の質的向上に貢献する。また、総合文化研究科を中心とする連携研究機構である
ことを活かし、アーティストと連携した大学教育の現場を別途のプログラムで設けることによって、文系・理系を問わず、新たな芸術的感
性や構想力に富み、情操に恵まれた研究者を未来社会を牽引する人材として育てることにより、社会への還元を果たす（社会的効
果）。
　本学は本事業の達成によって、世界トップクラスの大学に後れをとっていた芸術研究教育の全学的組織化を達成し、世界のトップス
クールとしての認知度を高めることが可能となり、国際学術交流を増加させることができる。

岡田猛・教育学研究科・教授

別紙のとおり

参画教員は、年間を通じて展開されていく各種の芸術創造や芸術教育に関する連携研究に参加する。その方法は運営委員会における承認の下で各
部局の事情に合わせ、部局の責任において行われる。全体の事務的な管理のために駒場内に1名特任助教を配置している。

本学は、建学以来ほとんどすべての学問分野を対象として研究・教育活動を行ってきており、それらはめざましい成果をあげてきた。し
かしながら、本学が本格的に取り組んでこなかった唯一の分野が芸術創造である。
今日の芸術は、文系の人文知に加えて、理系の先端知も取り込みながら、多様な展開を遂げており、様々な学問分野とも関係を持ちつ
つある。そうした芸術についての研究も、従来の美学や美術史といった文化系の諸学問分野のみからではなく、文化政策、建築、脳科
学、人工知能、数学、身体運動、認知科学、教育学など、さまざまな角度からのアプローチがなされているのである。
例えば、身体運動の視点から、声楽家や演奏家、あるいは能楽者の身体や手足の筋肉の動き等々、身体活動の特質がいかに優れた
演奏や上演に直結しているかが明らかにされたり、AIを実装した音楽ロボットによる演奏により、人間による演奏や人間同士の合奏の
核心的な部分が透視できるようになりつつある。聴いている音楽、眺めている形象の形や美を脳がどのように感じているのかということ
は、脳科学からのアプローチも進んでおり、それらは実際の音楽体験や演奏、美術の鑑賞態度にフィードバックされようとしている。ま
た、すでに理系の教員や学生が、その先端知を用いて創作しているメディアアートは、芸術の先端的な表現の可能性を追究するもので
あり、その芸術的、歴史的な意義については、美学や美術史等による検証も必要不可欠である。本学においては文系・理系どちらの研
究も個別に進められているにもかかわらず、両者が連携する機会がなかった。相互の連関が希薄だったのである。
芸術的な感性は、人間の学習過程において大きな役割を果たしていることが判明しており、芸術系大学ではなく総合大学における芸術
教育が、どのように各学問分野を豊かにするのかを芸術教育の実践から研究する。欧米や中国のトップ大学はいずれも芸術学部すら
有しているが、この点で東京大学は大きく立ち後れている。
こうした総合大学本来のあり方に則り、従来の枠を越えた共同研究によって、各部局で培われている知を連携させ、同時に芸術活動を
実践しているアーティストとの連携も行いながら、芸術に関する文理融合型の最先端の研究を実現することが、本連携研究機構の主旨
である。

東京大学　連携研究機構　概要

　令和５年４月１日　（設置年月日：平成３１年５月１日）

総合文化研究科、医学系研究科、工学系研究科、人文社会系研究科、教育学研究科、数理科学研究科、情報学環

公益財団法人かけはし芸術文化振興財団、ダイキン工業株式会社

芸術創造連携研究機構
　（英語名称：The University of Tokyo Art Center ）
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概要説明

令和５年度 令和６年度 - - - 計

14 14 - - - 28

人件費 6 6 - - - 12

 事業実施費
※研究に直接
関係する費用

7 7 - - - 14

運営費
※事業実施費
以外の、連携
研究機構を運
営するための
費用（環境整備
費等）

1 1 - - - 2

金額
（百万円）

3

3

1.5

6.5

14

11
設置予定期間及び
自己評価を行う時期

12 実施内容

13

本学の基本方針との具体
的関連性
※本学の基本方針
（UTokyo Compass）との関
連性を具体的に記載下さ
い。

芸術創造連研究機構は、大学の枠を越えた研究者やアーティストとの連携を踏まえながら、文理を超えた身体知による「価値創造」を
通して、学術的・市民的エリートに不可欠の芸術的感性の養成に貢献する（アクション１－①）。また、共同研究による研究成果を社会
へ還元しつつ（アクション３－①）、芸術アーカイヴおよびアーティスト・イン・レジデンスを通して、本学の学術資源を内外に発信する（ア
クション１－③および３－④）。アーティストを本学の構成員とし、芸術を軸に異分野の研究者を集めることで、組織の活性化を推進し（ア
クション４－③）、芸術創造のためのラボなどを設立し、世界水準の教育研究を支える環境を整備する（アクション４－⑤）。さらに、ゆく
ゆくは別途の横断教育プログラムを設置して、「自ら新しい発想を生み出す力」の涵養を教養教育で実施する（アクション２－⑥）。

特定のジャンルや従来のジャンル横断型のアーティストと連携し、各部局からの研究者を交えた共同研究を随時行うと同時に、そのプ
ロセスないし成果をシンポジウムやワークショップの形で、あるいは連携部局の授業内で公表する。
以上の基本活動に加えて、5つの重点活動を行う。研究・教育機関である総合大学という組織の特性を利用し、これらの重点活動は創
作・研究・教育の間、そしてアーティスト・研究者・学生の間に、常に芸術と先端知の密接な連関、総合大学として取り組む意義を明示し
続けることが意図されている。
①〈アーティスト・イン・レジデンス〉として、国内外から招いたアーティストに東京大学の学術資源（駒場美術博物館や各部局に保管され
ている作品や資料等）や施設・設備を活用し、また他分野の研究者との対話を通しての創作活動や実践的な活動を依頼して、東京大
学の多様な学術資源を可視化し、世界に発信する。基礎科学の数学や物理、天文学等々は、常にアートの現場に刺激を与えてきた長
い歴史がある。それは今日のような高度化した科学の場合も同じである。例えば、高次元論から考える美術や音楽、インスタレーション
におけるコンピュータ・プログラミングの利用、作曲や演奏活動のための特化したプログラムの開発と応用等々の例が示すのは、アート
の現場が科学知と密接に関連し合い、科学の現場もそこから大きな刺激を受ける可能性があることである。
②本来、総合大学という組織のなかにあるべき芸術教育の方法に関する研究のほか、大学外にある、ミュージアムや音楽堂、劇場
等々の様々な場や施設、組織における芸術教育の方法に関する研究を実施する。
③社会に開かれたシンポジウムや講演会を開催し、研究成果を社会に還元すると同時に、学外の多様なセクターと連携して、新たな価
値の共創を推進する〈芸術を用いた社会連携〉を実現する。
④〈アート・ラボ〉を開設し、教育研究を目的とした学生・教員による創作活動を技術的に支援し、芸術創造に関する共同研究の拠点を
形成する。
⑤総合文化研究科が中心となるため、駒場博物館の収蔵庫を拡充して、芸術作品だけでなく芸術関連資料も収集し、創作活動を促進
する〈クリエイティヴ・アーカイヴ〉をつくり、芸術資源を保存すると同時に創造的に活用する。
以上のうち、ことに④、⑤に関しては、外部資金調達に即して順次実施する予定である。

　事業総額

　期間：平成３１年５月１日　～　令和６年３月３１日
　自己評価実施予定時期：令和３年１月、令和５年１月

変更初年度予算詳細
※変更が生じた年度の事業
総額の財源内訳を記入して
ください。
※必要に応じて行を追加し
てください。

財源名
※各財源について、１行にまとめて記入してください。

出資元やプロジェクトごとに行を分ける必要はありません。

計

大学運営費

10

日本たばこ産業株式会社

ダイキン工業株式会社

機構の維持に必要な基盤的経費の分担（連携部局間の合意に基づく）およびかけはし財団、ダイキン工
業株式会社、日本たばこ産業株式会社などの外部資金によって運営している。外部資金の調達に応じ
て、順次アート・ラボおよびアーカイヴ等を整備していく。機構立ち上げ後に外部資金によって順次予算が
増加することを見込んでいる。

公益財団法人かけはし芸術文化振興財団

組織・運営体制
（部局間等連携体制）

   予算運用体制

実施予定期間に
おける年度別
予算運用計画

※変更後直近５年中におけ
る年度別予算運用計画を記
載下さい。（単位：百万円）
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15

既存組織（※）との関連、
相違点、役割分担

※既存の部局センター、
総長室総括委員会下の機
構 等

16 将来計画

18 備考

東京大学にはこれまでアート関連の研究を一括集約する組織がなく、各部局がその研究領域に応じて独自に行っていた活動成果を共
有し、さらに推進する統合組織は存在していなかった。

本機構の重要な機能としての、部局間における連携を緊密にするため、駒場キャンパス内に連絡拠点の空間を作る。同空間はアート・
ラボやアート関連のアーカイヴの在所としても活用するが、ラボとアーカイヴに関しては、機構立ち上げ時にすぐに設置するということで
はなく、外部資金の獲得状況をうかがいながら、機構成立後にその成果に応じて展開規模を柔軟に調整しつつ設置することを予定して
いる。また、アーティストと連携した研究成果の教育活動への敷延化をも念頭に置き、別途、部局横断教育プログラムなどを作って前
期・後期の教養教育プログラムを充実させ、芸術教育の各部局における波及効果に関する研究に反映させていきたい。
東京芸術大学の東京藝術大学演奏藝術センターとは、アーティスト招聘の面で協力関係を持ちたいと考えている。また同大学の芸術
情報センターとはすでに教員（アーティスト）の参画を含めて連携を始めており、アートのワークショップ研究なども計画もあるが、今後も
密接な関係を取っていく考えである。
学内での成果発表の場としては、駒場の美術博物館との連携が行われているが、そこでの発表を初台のICCのような、より開かれた場
でヴァージョン・アップした形で行うことも将来的には検討している。
設置期間中に機構の運営の状況および成果を見据え、検討を加えながら、設置期間終了後も継続・延長して本機構を存続させたいと
考えている。

17

部局教授会等承認年月日
※連携部局全てについて記載
※本届出にかかる承認についての
み記載

　総合文化研究科　　　令和　年　　月　　日　承認予定

　数理科学研究科　　　令和　年　　月　　日　承認予定

　情報学環　　　　　　　 令和　年　　月　　日　承認予定

　医学系研究科　　　　 令和　年　　月　　日　承認予定

　工学系研究科　　　　 令和　年　　月　　日　承認予定

　人文社会系研究科　 令和　年　　月　　日　承認予定

　教育学研究科　　　　 令和　年　　月　　日　承認予定

14
組織創設にあたり連携研究
機構制度を活用する理由

①東京大学の公式な組織として活動を行う理由

東京大学ビジョン2020に沿った、分野横断的な研究活動、および研究成果の社会還元を明確に可視化するため。また、それにより産学
共同の連携を図り、学外の資金調達を円滑に行うため。

②連携研究機構制度の活用が最適とした理由

学内の芸術関連の研究者、および各部局がこれまで単独で行っていた芸術関連の研究、あるいは芸術教育に関する研究を集約し、部
局間の情報を集約しながら緊密な連携を図って、各研究活動のいっそうの活性化を促進するには、この制度がもっとも相応しいと判断
されるため。また、「学の融合による新たな学知を創ることを促す」という連携研究機構の主旨にまさに即しており、関係する複数の部局
の発意に基づき、連携した取り組みを推進する体制を整備できるからである。さらに、これまで存在しなかった、東京大学全体における
芸術関連の内と外へ向けた「顔」として、大学内外との情報交流を円滑にするためにも最適だと考えられるためでもある。ことに学外の
さまざまな組織に対して、学内が連携していることを示すためには、本機構は最適だと考えられる。
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（別紙） 

芸術創造連携研究機構 参画教員一覧 

（令和５年４月１日現在） 

 

１．連携研究機構の長 

氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 

岡田 猛 

 

教授 教育学研究科・総合教育科

学専攻 

兼担 学際情報学府 

 

２．その他の参画教員 

部局名 総合文化研究科 

氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 

池上 高志 教授 広域科学専攻  

今橋 映子 教授 超域文化科学専攻  

植田 一博 教授 広域科学専攻  

岡ノ谷 一夫 教授 広域科学専攻  

沖本 幸子 教授 超域文化科学専攻  

折茂 克哉 助教 超域文化科学専攻  

加治屋 健司 教授 超域文化科学専攻  

河合 祥一郎 教授 超域文化科学専攻  

韓 燕麗 教授 超域文化科学専攻  

工藤 和俊 教授 広域科学専攻 知能社会創造研究センター 

清水 晶子 教授 超域文化科学専攻  

髙木 紀久子 特任助教 芸術創造連携研究機構  

舘 知宏 教授 広域科学専攻  

田中 純 教授 超域文化科学専攻  

中井 悠 准教授 超域文化科学専攻  

針貝 真理子 准教授 超域文化科学専攻  

星野 太 准教授 超域文化科学専攻  

松井 裕美 准教授 超域文化科学専攻  

三浦 篤 教授 超域文化科学専攻  

山口 泰 教授 広域科学専攻  

四本 裕子 教授 広域科学専攻  
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（別紙） 

部局名 医学系研究科 

氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 

栗原 裕基 教授 分子細胞生物学専攻  

中島 淳 教授 外科学専攻  

田中 庸介 講師 分子細胞生物学専攻  

辻 陽介 特任准教授 内科学専攻  

 

部局名 工学系研究科 

氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 

千葉 学 教授 建築学専攻  

村上 存 教授 機械工学専攻 価値創造デザイン人材育成研

究機構 

 

部局名 人文社会系研究科 

氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 

小林 真理 教授 文化資源学研究専攻  

高岸 輝 准教授 基礎文化研究専攻  

楯岡 求美 准教授 欧米系文化研究専攻  

芳賀 京子 准教授 次世代人文学開発センター 知能社会創造研究センター 

吉田 寛 准教授 基礎文化研究専攻  

 

部局名 教育学研究科 

氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 

岡田 猛 教授 総合教育科学専攻 兼担 学際情報学府 

勝野 正章 教授 学校教育高度化専攻  

小玉 重夫 教授 総合教育科学専攻 高大接続研究開発センター 

福留 東土 教授 総合教育科学専攻  

新藤 浩伸 准教授 総合教育科学専攻 連携研究機構ヒューマニティ

ーズセンター 

 

部局名 数理科学研究科 

氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 

金井 雅彦 教授 数理科学専攻  

平地 健吾 教授 数理科学専攻  

松尾 厚 准教授 数理科学専攻  
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（別紙） 

 

部局名 情報学環・学際情報学府 

氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 

筧 康明 教授 学際情報学専攻 インクルーシブ工学連携研究

機構 

次世代知能科学研究センター 

北田 暁大 教授 学際情報学専攻  

工藤 和俊 准教授  知能社会創造研究センター 

高木 聡一郎 教授 学際情報学専攻  

苗村 健 教授 学際情報学専攻 情報理工学系研究科 

バーチャルリアリティ教育研

究センター 

価値創造デザイン人材育成研

究機構 

エドテック連携研究機構 

インクルーシブ工学連携研究

機構 

次世代知能科学研究センター 

暦本 純一 教授 学際情報学専攻 数理・情報教育研究センター 

バーチャルリアリティ教育研

究センター 

エドテック連携研究機構 

渡邉 英徳 教授 学際情報学専攻  
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（2023 年  月  日  教授総会承認時点）      （社会連携講座等様式）【新規】 

東京大学 未来戦略 LCA 連携研究機構「先制的 LCA」社会連携研究部門の概要 

1. 設置年月日 

（設置期間） 

2023 年 4 月 1 日 

（2023 年 4 月 1 日～ 2026 年 3 月 31 日  3 年間） 

2.  部局名 東京大学 未来戦略 LCA 連携研究機構 

3.  社会連携講座等の名称 （和文）先制的 LCA 

（英文）Pre-emptive LCA 

4.  連携機関名 ①旭化成株式会社 

②会宝産業株式会社 

③株式会社神戸製鋼所 

④住友化学株式会社 

⑤積水化学工業株式会社 

⑥株式会社テクノバ 

⑦株式会社デンソー 

⑧凸版印刷株式会社 

⑨日本製鉄株式会社 

⑩マツダ株式会社 

⑪三菱ケミカル株式会社 

⑫株式会社 IHI 

⑬JFE スチール株式会社 

⑭株式会社 UACJ 

5.  連携機関の概要 別紙のとおり 

6. 社会連携講座等経費額 総額 126,000,000 円 
うち基礎的経費            96,923,078 円 

研究支援経費           29,076,922    円 
研究料                  0   円 

7. 支払方法及び時期 現金で納入（分割） 

2023 年度 42,000,000 円 

2024 年度 42,000,000 円 

2025 年度 42,000,000 円 

8. 担当教員 杉山正和特任教授(兼務) 

醍醐市朗特任准教授(兼務) 

特任教授 1 名採用予定 

特任助教 1 名採用予定 

研B7号
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9. 研究及び教育目的 LCA は、すでに製品や生産プロセスの評価や、需要家・消費者

向けのフットプリント算定、さらに事業活動の Scope 3 算定と

して企業においても実施され始めており、製品・サービス・企

業活動の環境負荷削減に向けての効率的な方策立案に活用され

ている。 一方で、個別技術の現状評価では、喫緊の地球規模課

題である社会全体の GX への道を示すことは困難である。現在

の LCA では考慮できない産業構造や社会制度の著しい変化や技

術の目覚ましい革新 が必要であり、個々の技術が相互に影響し

合うからである。このような GX を実現するための企業の 経営

判断や政策立案でも、透明性が担保された学理に基づく共通手

法の確立が期待される。連携研究機構の研究者と参画企業が連

携してこの課題に取り組むことにより、将来の大きな変化の方

向性を示すための新たな学理・共通手法の構築を目指す。 

10. 研究及び教育内容･研

究課題等 

先制的 LCA 社会連携研究部門では、連携研究 機構の研究者と参

画企業の連携を強力に推し進め以下のような研究活動を行う。 

1． 先制的 LCA 学理・共通手法の構築 

CN に資する先端技術による GHG 削減ポテンシャル評価を例

とすると次のような課題がある。 

①技術と社会の相互作用 

・対象先端技術の実装が影響を与える社会システム要素の把

握とその変化 

・当該先端技術の実装速と関係する社会システムの変化と時

間軸での変化 

②実験室技術からの社会実装後のシステムパフォーマンスの

推定 

・当該技術の専門知から実装プロセスシステムの設計 

③地域依存性・気候依存性の考慮 

・地理的有効範囲が小さく、かつ差異が大きなインベントリ

情報やインパクトの推定 

２．LCA 人材の育成 

先制的 LCA の実践や教育活動を通じて、先端技術と LCA の専

門知を併せ持つ人材を育成する。共通講義の実施、参画教員

による学生や派遣研究員の指導を行う。学位取得も支援す

る。 
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３．参加主体の情報交換 

参加企業と学内教員、連携研究機関が参加する研究会を定期

的に開催すると共に、特定テーマを議論するワーキンググル

ープを設置し、産学や産業分野の枠を超えた情報交換の場を

形成する。 

４．実事例への適用と検証 

先制的 LCA 手法構築の実践と検証のために、学内および参加

企業等における開発中の先端技術の評価に適用する。企業等

からの提案については、独立した個別の共同研究契約の元で

実施する。 

５．産業政策への提言 

産業における先制的 LCA 活用推進のための支援や制度設計に

ついて政策提言を行う。当研究部門と連携研究機構の成果を

総合して、GX を加速する技術実装戦略や科学技術政策の提言

を行う。 

11. 期待される成果 未来の持続可能な社会を戦略的に構築するための先制的 LCA の

学理を確立するとともに、産業界や政策立案組織との連携を確

固たるものとする。また、未来戦略 LCA 連携研究機構内で継続

している委託研究とも連携しながら、先端科学技術の公平かつ

高信頼性の先制的 LCA 分析の実践により、エビデンスに基づく

社会実装戦略および政策立案基盤となる標準化手法およびガイ

ドラインを示す。また、その取り組みを通じて、ライフサイク

ル思考を身につけ、手法の社会実装を行う人材育成や手法の普

及を図る。これらの取組みにより SDGs の達成に貢献する。 

12. 備         考 2023 年 1 月 日 先端科学技術研究センター教授総会承認 (設置) 
2023 年 1 月 日 工学系研究科  承認 (設置) 
2023 年 1 月 日 農学生命科学研究科  承認 (設置) 
2023 年 1 月 日 経済学研究科  承認 (設置) 
2023 年 1 月 日 総合文化研究科  承認 (設置) 
2023 年 1 月 日 新領域創成科学研究科  承認 (設置) 
2023 年 1 月 日 公共政策学連携研究部  承認 (設置) 
2023 年 1 月 日 生産技術研究所   承認 (設置) 
2023 年 1 月 日 未来ビジョン研究センター   承認 (設置) 
2023 年 1 月 日 環境安全研究センター   承認 (設置) 
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（別紙）連携機関の概要 
 
①旭化成株式会社 
②会宝産業株式会社 
③株式会社神戸製鋼所 
④住友化学株式会社 
⑤積水化学工業株式会社 
⑥株式会社テクノバ 
⑦株式会社デンソー 
⑧凸版印刷株式会社 
⑨日本製鉄株式会社 
⑩マツダ株式会社 
⑪三菱ケミカル株式会社 
⑫株式会社 IHI 
⑬JFE スチール株式会社 
⑭株式会社 UACJ 
 
①旭化成株式会社 
（1）設立年月日      1931 年 5 月 21 日 
（2）資本金        103,389 百万円（2022 年 3 月 31 日現在） 
（3）営業利益        2,026 億円（2022 年 3 月期） 
（4）従業員数        46,751 人（2022 年 3 月 31 日現在） 
（5）事業の内容     総合化学企業。マテリアル（樹脂・繊維・電子材料等）、住 
             宅・建材、ヘルスケア関連 
 
②会宝産業株式会社 
（1）設立年月日     1969 年 5 月 
（2）資本金       82,000 千円（2022 年 12 月 1 日現在）  
（3）収 益          2,545,874 千円（2021 年 1 月から 12 月期、売上高） 
（4）従業員数      88 人（2022 年 12 月 1 日現在） 
（5）事業の内容     自動車リサイクル 
 
③株式会社神戸製鋼所 
（1）設立年月日     1911 年 6 月 28 日 
（2）資本金       2,509 億円（2022 年 3 月 31 日現在） 
（3）収 益          2,082,582 百万円（2021 年度） 
（4）従業員数      連結 38,106 人（2022 年 3 月 31 日現在） 
（5）事業の内容     鉄鋼アルミ、素形材、溶接、エンジニアリング、機械、建設機 
              械、電力 
 
④住友化学株式会社 
（1）設立年月日                1925 年  6 月  1 日 
（2）資本金                    89,810,000 千円（2022 年 7 月  22 日現在） 
（3）収 益                          2,765,321,000 千円（2022 年 3 月期） 
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（4）従業員数                34,703 人（連結 2022 年  3 月  31 日現在） 
（5）事業の内容    エッセンシャルケミカルズ、エネルギー・機能材料、情報電子 
            化学、健康・農業関連事業、医薬品 
 
⑤積水化学工業株式会社 
（1）設立年月日        1947 年 3 月 3 日 
（2）資本金       10,0002,375 千円（2022 年 3 月 31 日現在） 
（3）収 益             1,157,945,000 千円（2022 年 3 月期, 連結ベース、売上高） 
（4）従業員数      26,419 人 (2022 年 3 月 31 日現在) 
（5）事業の内容     住宅、社会インフラ、エレクトロニクス/移動体、ライフサイ 
            エンス、環境・エネルギー面などの社会課題解決に資するイノ 
            ベーション創出 
 
⑥株式会社テクノバ 
（1）設立年月日     1978 年 5 月 1 日 
（2）資本金       1 億 6,000 万円（2022 年 12 月 1 日現在） 
（3）収益        499,788 千円（2022 年 3 月期） 
（4）従業員数      30 名（2022 年 12 月 1 日現在） 
（5）事業の内容     エネルギー・環境、交通システム、その他の先進技術につい 
             ての調査、研究、コンサルティング、新事業プロモーション等 
 
⑦株式会社デンソー 
（1）設立年月日      1949 年 12 月  16 日 
（2）資本金        1875 億円（2022 年 3 月 31 日現在） 
（3）収 益           連結 5 兆 5,155 億円（ 2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31
日） 
（4）従業員数        連結 167,950 人 単独 45,152 人（2022 年 3 月 31 日現在） 
（5）事業の内容       自動車技術、システム及び製品の開発・製造 
 
⑧凸版印刷株式会社 
（1）設立年月日      1900 年 1 月 17 日 
（2）資本金        104,986 (百万円) (2022 年 3 月末現在) 
（3）収 益        連結売上高 1,547,533 (百万円) 
（4）従業員数       連結 54,336 名 (2022 年 3 月末現在) 
（5）事業の内容      印刷、情報コミュニケーション分野、生活・産業事業分野、 
             エレクトロニクス事業分野 
 
⑨日本製鉄株式会社 
（1）設立年月日      2019 年  4 月 1 日 
（2）資本金       4,195 億円（2021 年 3 月 31 日現在） 
（3）収 益         当期利益 6,373 億円（2021 年度） 
（4）従業員数      106,528 人（2022 年 3 月 31 日現在） 
（5）事業の内容     製鉄、エンジニアリング、ケミカル・マテリアル、システム 
              ソリューションの各事業 
 
⑩マツダ株式会社 

- 71 -



（1）設立年月日     1920 年 1 月 30 日 
（2）資本金       2840 億円（2022 年 3 月 31 日現在） 
（3）収 益         売上高 31,203 憶円（2022 年 3 月 31 日現在） 
（4）従業員数         23,266 人（単体）（2022 年 3 月 31 日現在） 
（5）事業の内容     自動車の製造および販売 
 
 
⑪三菱ケミカル株式会社 
（1）設立年月日      2017 年 4 月 1 日（創業 1933 年 8 月 31 日） 
（2）資本金        532 億 29 百万円 
（3）収 益           連結 39,769 億円（2022 年 3 月期） 
（4）従業員数        連結 69,784 人（2022 年 3 月 31 日現在） 
（5）事業の内容       機能商品、素材他 
 
⑫株式会社 IHI 
（1）設立年月日     1853 年 12 月５日 
（2）資本金       1071 億 6500 万円（ 2022 年３月 31 日現在） 
（3）売上収益         11,729 億円（2022 年３月期） 
（4）従業員数      連結 28,801 名，単独 7,779 名人（ 2022 年３月 31 日現在） 
（5）事業の内容     資源・エネルギー・環境，社会基盤・海洋，産業システム・ 
              汎用機械及び航空・宇宙・防衛 
 
⑬JFE スチール株式会社 
（1）設立年月日     2003 年 4 月 1 日 
（2）資本金       239,644,000 千円（2022 年 3 月 31 日現在） 
（3）収益         3,173,475,000 千円（2022 年 3 月期、連結売上） 
（4）従業員数      45,000 人（2022 年 3 月 31 日現在、連結） 
（5）事業の内容     各種鉄鋼製品の製造・販売、鋼材加工製品、原材料等の製 
             造・販売、ならびに運輸業および設備保全・工事等の周辺事業 
 
⑭株式会社 UACJ   
（1）設立年月日      2013 年 10 月 1 日 
（2）資本金       522 億円 77 百万円（2022 年 3 月 31 日現在） 
（3）収 益          782,911 百万円（2022 年 3 月 31 日期、売上高） 
（4）従業員数      9571 人（2022 年 3 月 31 日現在） 
（5）事業の内容     アルミニウム等の非鉄金属及びその合金の圧延製品・鋳物製 
              品・鍛造製 品並びに加工品の製造・販売等 
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２０２３年度総務委員会及び拡大教授会開催日程等（案） 
 
１ 開催日程 
 
    総 務 委 員 会        総務委員会及び拡大教授会 
 
 ２０２３年 ４月 ６日（木）      ２０２３年 ４月２０日（木） 
 
                     ２０２３年 ５月１８日（木） 
 
 ２０２３年 ６月 １日（木）      ２０２３年 ６月１５日（木） 
 
 ２０２３年 ７月 ６日（木）      ２０２３年 ７月２０日（木） 
 
 ２０２３年 ９月 ７日（木）      ２０２３年 ９月２１日（木） 
 
 ２０２３年１０月 ５日（木）      ２０２３年１０月１９日（木） 
 
 ２０２３年１１月 ２日（木）      ２０２３年１１月１６日（木） 
 
 ２０２３年１２月 ７日（木）      ２０２３年１２月２１日（木） 
 
                     ２０２４年 １月１８日（木） 
 
 ２０２４年 ２月 １日（木）      ２０２４年 ２月１５日（木） 
 
                     ２０２４年 ３月 ７日（木） 
 
 
２ 開催時刻及び会場 
 
 ○総務委員会 
  開催時刻 １３：１５  会場：アドミニストレーション棟３階大会議室 

または Zoom での遠隔会議 
 
 ○拡大教授会 
  開催時刻 １５：００  会場：１０２号館３階会議室 

または Zoom での遠隔会議 
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